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本日、一審原告鳥居建仁先生の公務災害認定訴訟において、一審被告地方公務員災害補

償基金は、鳥居先生が勝訴した二審判決を不服として、最高裁に上告した。これは、遅れ

ている鳥居先生の救済を更に引き延ばすものであり、われわれ護団は断固として抗議する。 

一審判決は，鳥居先生のあまりにも過酷な勤務実態を直視した上，公務の質的量的過重

性を認め，「もやもや病」についても，たとえ基礎疾患を有しない健康な人であっても脳出

血を発症させるおそれのある程度の質的及び量的な過重性があったとして，原告完全勝訴

の判決を言い渡した。 

一審判決においては，鳥居先生が従事した職務が公務ではなく「ボランティア」である

とする基金側の主張，鳥居先生の脳出血が「もやもや病」の「自然経過」によるものであ

るとする基金側の主張は完全に退けられた。 

基金側は，控訴審において，鳥居先生の勤務実態を全く知らない教員たちの陳述書を膨

大に提出し，「自分たちが楽をしていたから鳥居先生も楽をしていたはずだ」とでも言わん

ばかりの立証に明け暮れた。「もやもや」病についても基金側の立証は一審以上に薄弱なも

のでしかなかった。 

一方,弁護団は，実際に鳥居先生の仕事をその目で見てきた元同僚，元生徒達，元生徒の

母親の生の言葉によって，鳥居先生の過酷な勤務実態を一審の時以上に明らかにしてきた。

もやもや病についても，主張と立証を補充し，基金側の主張の誤りを明確にした。 

控訴審判決が，一審判決の判断をほぼ踏襲し，基金側の控訴を棄却したのは，極めて常

識的な判断であった。 

２００８年１２月２日の訴訟提起から，２０１２年１０月２６日の控訴審判決に至るま

での約４年間の審理の中で，基金側の主張立証は全て排斥され，もはや審理に値する事項

は存在しない。 

基金側の上告は，鳥居先生の救済を更に引き延ばすものに過ぎない。 

生徒達のよりよい明日のため，日夜身を粉にして働いていた鳥居先生が倒れられてから，

既に１０年が経過した。 

最高裁が不当な上告を受理することなく，速やかに棄却するよう，弁護団は，手を緩め

ることなく，これまで以上に闘っていく所存である。 


